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広 報

　長崎県島原市において、平成 20年度学校給食文部科学大臣表彰式が　長崎県島原市において、平成 20年度学校給食文部科学大臣表彰式が
行われ、飯舘村学校給食センターが共同調理場部門で文部科学大臣表行われ、飯舘村学校給食センターが共同調理場部門で文部科学大臣表
彰を受賞しました。彰を受賞しました。
　この賞は、学校給食の普及と充実を図るため優秀な成果をあげた学　この賞は、学校給食の普及と充実を図るため優秀な成果をあげた学
校等を表彰するもので、村学校給食センターは、地産地消の積極的な校等を表彰するもので、村学校給食センターは、地産地消の積極的な
推進をはじめ、子どもたちの健康を考えた手づくり給食を心がけてい推進をはじめ、子どもたちの健康を考えた手づくり給食を心がけてい
ることなどの成果が認められました。ることなどの成果が認められました。

ありがとう、安心・安全な給食ありがとう、安心・安全な給食

給食センターが全国表彰給食センターが全国表彰！！
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ふるさと納税制度がはじまりました
～ふるさと 飯舘村を応援してください～

　子ども時代に過ごした地域、何かの縁で深くかかわりのある地域、個人にとって
の「ふるさと」はさまざまです。今年５月から、自分の「ふるさと」や、今応援し
たい自治体に応援できるふるさと納税制度が始まりました。

飯舘村でも、平成 20年 12月１日から、寄附の受付を開始しました。

　「ふるさと納税」とは、今住んでいる地域やそれ以外の「ふるさと」への恩返しという面と
好きな自治体を応援する「自治体サポーター」という両面をもち、「貢献したい・応援したい」
という思いを寄附金というかたちで実現できるしくみです。
　「ふるさと納税」という名称ですが、「自治体を選んで税金を納める」のではなく、「住んで
いる市町村や他の自治体に寄附した金額の一部が、本来納めるべき税から寄附金控除される」
制度となっています。寄附された翌年に確定申告いただくことで、所得税と個人住民税が税
額軽減されます。

ふるさと納税制度とは？

◆ふるさと納税（寄附）のしくみ
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⑥寄付金控除

⑤確定申告

①寄付申込み

②申込署・寄附方法のご案内

③寄附振り込み

④寄付金受領証明書

・飯舘村役場総務課（窓口）へ電話、E-mail 等でご連絡ください（手続き等について説明い
たします）。

・「寄附申込書」に必要事項を記入、押印の上、総務課窓口まで郵送ください。
・寄附方法は納付書、口座振込、現金持参、現金書留などがあります。振込にかかる手数料や
現金書留による郵送費用などはご負担していただくことになります。

・それぞれの方法による払込み確認後、飯舘村より「寄附金受領証明書」を郵送またはお渡し
します。この書類は、確定申告時に必要となりますので大切に保管してください。

※「寄附申込書」はホームページ上からダウンロードするか、飯舘村総務課へお電話でご連
絡下さい。FAXか郵送でお送りします。
※「寄附申込書」到着後、寄附受理の用意ができましたら確認の連絡をいたします。

寄附の手続き

・寄附者の翌年度の住民税の所得割額が軽減されます（税法により所得税、個人住民税の控除
対象）。

・寄附金額から 5,000 円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を上限として、控
除されます。ただし、税控除を受けるためには、確定申告が必要となります。

※税額控除は、翌年度の住民税が課税されない場合、少額であった場合は控除を受けられな
い場合があります。
※寄附の内容によっては、税控除が受けられない場合があります。
※必ず、詳細をお近くの税務署などにご確認ください。

税制上の優遇措置について

◆住民税税額控除のイメージ
給与収入６５０万円で夫婦・子２人のケース
〔所得税率10％　個人住民税所得割額280,000円と仮定〕

控除の限度額　28,000円（住民税の１割）

ふるさと納税（寄附）として３万円を寄附すると

お気をつけ下さい

・ふるさと納税制度をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
・飯舘村から、寄附を強要することはありません。

適用下限額5,000円
（寄附控除の対象外） 寄附控除対象　25,000円（①＋②）

所得税の所得控除に
よる税額軽減
2,500円（①）

住民税の税額控除　22,500円（②）
基本控除額　2,500円 特例控除額　20,000円

25,000 円× 10％＝ 2,500 円 25,000 円× 10％＝ 2,500 円 90％－ 10％＝ 80％
25,000 円× 80％＝ 20,000 円

みなさまからの
　　あたたかい応援を
　　　お待ちしています

【担当窓口】　飯舘村役場総務課
〒 960－1892
福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580－１
TEL：（0244）42－1613（企画係）
FAX：（0244）42－1601
E-mail soumu@vill.iitate.fukushima.jp


